
嘉手納基地から発生する騒音被害及び米空軍最新鋭ステルス 
戦闘機Ｆ２２Ａラプターの早朝離陸に対する意見書 

 
本町では、日常的に嘉手納基地から発生する航空機騒音被害に悩まされて

いる。特に本年１月１６日から北側滑走路の改修工事に伴い、環境基準値を

超える騒音が発生し、騒音発生回数や騒音レベルが増加傾向にあり、町民生

活に甚大な被害を及ぼしている。 
また、去る５月１０日には、一時移駐していた米空軍最新鋭ステルス戦闘

機Ｆ２２Ａラプターが米本国へ帰還するため、運用上の理由で午前３時頃か

ら午前４時３０分頃の間に早朝離陸を強行した。早朝の離陸は日中に目的地

へ着陸するための措置との理由であるが、整備上の都合で離陸できなかった

２機においては、同日午前１０時２５分頃離陸しており、他の基地を経由し

て帰還することが十分可能と考えられる。 
本町議会においては、幾度となく深夜・早朝の飛行中止の要請を行ってき

たが、米軍並びに国の姿勢は、基地周辺住民を軽視した基地の運用であると

言わざるを得ない。 
さらに、今後も最新鋭ステルス戦闘機Ｆ２２Ａラプターの暫定配備もあり

うるとのことであるが、いかなる理由にせよ到底容認できるものではない。 
よって、北谷町議会は、町民の生命、財産、安全を守る立場から関係機関

に対し、厳重に抗議するとともに、下記事項について速やかに実現するよう

強く要請する。 
 

記 
 
１ ２２：００から０６：００までの間、すべての航空機の飛行活動、エ

ンジン調整等を行わないこと。 
２ 住宅上空での飛行を禁止し、旋回を海上において実施すること。 
３ 本国への帰還や訓練等においては、他の基地を経由し、深夜早朝の飛

行は行わないこと。 
４ 最新鋭ステルス戦闘機 F２２Aラプターの暫定配備を行わないこと。 
 
 以上、地方自冶法第９９条の規定により意見書を提出する。 
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